
火葬場使用料の一部を助成します。 
 

 
清浄苑（〔紀南環境衛生施設事務組合火葬場〕新宮市新宮８００２番地９６）を使用した場合に、

熊野市火葬場の使用料との差額の一部を助成します。 
 

 
●助成の対象 

死亡者が熊野市の住民（死亡時において熊野市に住民登録を有していた者）であって、清浄

苑を使用した場合。 
 
●助成金の額 

同種別の清浄苑の使用料から熊野市火葬場の使用料を差し引いた額の６割 
（例）大人の場合 

    ６０，０００円（清浄苑の使用料）－１５，０００円（熊野市火葬場を使用した場合の使用料）

×０．６＝２７，０００円（助成金） 
 
●助成申請手続き 

次の書類を環境対策課（熊野市クリーンセンター内）に提出してください。 
１．熊野市火葬場使用料金助成申請書

２．清浄苑の領収書の写し 
３．補助金交付請求書
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